
第３１号議案 

   足立区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２０年２月２１日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 足立区事務手数料条例（昭和３３年足立区条例第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表９の項事務の欄中「次の項」を「１０の項」に改め、同項種別・

単位の欄中「当該建築に係る部分の床面積の合計が」を「確認申請１件

につき、次に掲げる面積の区分のうち、当該建築に係る部分の床面積の

合計に該当する区分に応じた額とする。ただし、当該申請に係る計画に

建築基準法第８７条の２に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合に

おいては、当該昇降機１基について１３の項に掲げる額の手数料を加え

た額とする。」に改め、同表９の３の項事務の欄中「第１８条第３項に

規定する国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に関する通知

に係る審査のうち、」を「第１８条第３項の規定に基づく建築物に関す

る計画の通知に対する審査に伴う」に改め、同項種別・単位の欄中「構

造計算適合性判定を要する１の建築物の床面積が」を「構造計算適合性

判定申請１件につき、次に掲げる面積等の区分のうち、構造計算適合性

判定を要する１の建築物の床面積に該当する区分に応じた額の合計とす

る。」に改め、同項徴収時期の欄中「通知」を「計画通知」に改め、同

項を同表９の４の項とし、同表９の２の項事務の欄中「申請に係る審査

のうち、」を「申請に対する審査に伴う」に改め、同項種別・単位の欄

中「構造計算適合性判定を要する１の建築物の床面積が」を「構造計算

適合性判定申請１件につき、次に掲げる面積等の区分のうち、構造計算

適合性判定を要する１の建築物の床面積に該当する区分に応じた額の合



計とする。」に改め、同項を同表９の３の項とし、同項の前に次の１項

を加える。 

９の２ 建築基準法第

１８条第３項の規定

に基づく建築物に関

する計画（当該建築物

を新築し、増築し、又

は改築する場合（１０

の２の項に掲げる場

合を除く。）に係るも

のに限る。）の通知に

対する審査 

建築物の

建築に関

する計画

通知手数

料 

計画通知１件につき、次に掲げる面

積の区分のうち、当該建築に係る部

分の床面積の合計に該当する区分に

応じた額とする。ただし、当該通知

に係る計画に建築基準法第８７条の

２に規定する昇降機に係る部分が含

まれる場合においては、当該昇降機

１基について１３の２の項に掲げる

額の手数料を加えた額とする。 

 ３０平方メートル以内のもの 

 ３０平方メートルを超え、１００

平方メートル以内のもの 

 １００平方メートルを超え、２０

０平方メートル以内のもの 

 ２００平方メートルを超え、５０

０平方メートル以内のもの 

 ５００平方メートルを超え、１，

０００平方メートル以内のもの 

 １，０００平方メートルを超え、

２，０００平方メートル以内のもの

 ２，０００平方メートルを超え、

１万平方メートル以内のもの 

 １万平方メートルを超え、５万平

方メートル以内のもの 

 ５万平方メートルを超えるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ５，６００円 

   ９，４００円 

 

 １万４，０００円 

 

 １万９，０００円 

 

 ３万５，０００円 

 

 ４万９，０００円 

 

１４万６，０００円 

 

２４万９，０００円 

 

４７万４，０００円 

計画通

知のと

き 

 別表１０の項種別・単位の欄中「当該計画の変更」を「確認申請１件

につき、９の項に掲げる面積の区分のうち、当該計画の変更」に、「合

計に応じ、前項に掲げる額」を「合計に該当する区分に応じた額とする。

ただし、当該申請に係る計画に建築基準法第８７条の２に規定する昇降

機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機１基について１３

の項又は１４の項に掲げる額の手数料を加えた額とする。」に改め、同

項の次に次の１項を加える。 

１０の２ 建築基準法

第１８条第３項の規

適合する

ことを認 

計画通知１件につき、９の２の項に

掲げる面積の区分のうち、当該計画

 
計画通

知のと



定に基づく建築物に

関する計画（適合す

ることを認められた

建築物の計画の変更

をして当該建築物を

新築し、増築し、又

は改築する場合に係

るものに限る。）の

通知に対する審査 

められた

建築物の

計画の変

更をする

建築物の

建築に関

する計画

通知手数

料 

の変更に係る部分の床面積に２分の

１を乗じて得た面積（床面積の増加

する部分にあっては当該増加する部

分の床面積）の合計に該当する区分

に応じた額とする。ただし、当該通

知に係る計画に建築基準法第８７条

の２に規定する昇降機に係る部分が

含まれる場合においては、当該昇降

機１基について１３の２の項又は１

４の２の項に掲げる額の手数料を加

えた額とする。 

 き 

 別表１１の項事務の欄中「用途」を「その用途」に、「次項」を「１

２の項」に改め、同項種別・単位の欄中「当該移転」を「確認申請１件

につき、９の項に掲げる面積の区分のうち、当該移転」に、「合計に応

じ、９の項に掲げる額」を「合計に該当する区分に応じた額とする。た

だし、当該申請に係る計画に建築基準法第８７条の２に規定する昇降機

に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機１基について１３の

項に掲げる額の手数料を加えた額とする。」に改め、同項の次に次の１

項を加える。 

１１の２ 建築基準法

第１８条第３項（同

法第８７条第１項に

おいて準用する場合

を含む。）の規定に

基づく建築物に関す

る計画（建築物を移

転し、その大規模の

修繕若しくは大規模

の模様替をし、又は

その用途を変更する

場合（１２の２の項

に掲げる場合を除

く。）に係るものに

限る。）の通知に対

する審査 

建築物を

移転し、

その大規

模の修繕

若しくは

大規模の

模様替を

し、又は

その用途

を変更す

る建築物

の建築に

関する計

画通知手

数料 

計画通知１件につき、９の２の項に

掲げる面積の区分のうち、当該移転、

修繕、模様替又は用途の変更に係る

部分の床面積に２分の１を乗じて得

た面積の合計に該当する区分に応じ

た額とする。ただし、当該通知に係

る計画に建築基準法第８７条の２に

規定する昇降機に係る部分が含まれ

る場合においては、当該昇降機１基

について１３の２の項に掲げる額の

手数料を加えた額とする。 

 

 
計画通

知のと

き 

 別表１２の項種別・単位の欄中「当該計画の変更」を「確認申請１件



につき、９の項に掲げる面積の区分のうち、当該計画の変更」に、「合

計に応じ、９の項に掲げる額」を「合計に該当する区分に応じた額とす

る。ただし、当該申請に係る計画に建築基準法第８７条の２に規定する

昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機１基について

１３の項又は１４の項に掲げる額の手数料を加えた額とする。」に改め、

同項の次に次の１項を加える。 

１２の２ 建築基準法

第１８条第３項（同

法第８７条第１項に

おいて準用する場合

を含む。）の規定に

基づく建築物に関す

る計画（適合するこ

とを認められた建築

物の計画の変更をし

て建築物を移転し、

その大規模の修繕若

しくは大規模の模様

替をし、又はその用

途を変更する場合に

係るものに限る。）

の通知に対する審査

適合する

ことを認

められた

建築物の

計画の変

更をして

建築物を

移転し、

その大規

模の修繕

若しくは

大規模の

模様替を

し、又は

その用途

を変更す

る建築物

の建築に

関する計

画通知手

数料 

計画通知１件につき、９の２の項に

掲げる面積の区分のうち、当該計画

の変更に係る部分の床面積に２分の

１を乗じて得た面積の合計に該当す

る区分に応じた額とする。ただし、

当該通知に係る計画に建築基準法第

８７条の２に規定する昇降機に係る

部分が含まれる場合においては、当

該昇降機１基について１３の２の項

又は１４の２の項に掲げる額の手数

料を加えた額とする。 

 
計画通

知のと

き 

 別表１３の項事務の欄中「又は、同法」を「又は同法」に、「次項」

を「１４の項」に改め、同項中種別・単位の欄及び額の欄を次のように

改める。 

（１） 昇降機（小荷物専用昇降機を除く。） １基につき 

（２） 小荷物専用昇降機 １基につき 

（３） （１）及び（２）以外の１の建築設備につき 

   ９，６００円 

   ４，３００円 

   ９，６００円 

 別表１３の項の次に次の１項を加える。 



１３の２ 建築基準法

第１８条第３項の規

定に基づく昇降機

（同法第８７条の２

に規定するものに限

る。）又は同法第８

７条の２において準

用する同法第１８条

第３項の規定に基づ

く建築設備に関する

計画（建築設備を設

置する場合（１４の

２の項に掲げる場合

を除く。）に係るも

のに限る。）の通知

に対する審査 

建築設備

の設置に

関する計

画通知手

数料 

（１） 昇降機（小荷物専用昇降機

を除く。） １基につき 

（２） 小荷物専用昇降機 １基に

つき 

（３） （１）及び（２）以外の１

の建築設備につき 

   ９，６００円 

 

   ４，３００円 

 

   ９，６００円 

計画通

知のと

き 

 別表１４の項事務の欄中「又は、同法」を「又は同法」に改め、同項

中種別・単位の欄及び額の欄を次のように改める。 

（１） 昇降機（小荷物専用昇降機を除く。） １基につき 

（２） 小荷物専用昇降機 １基につき 

（３） （１）及び（２）以外の１の建築設備につき 

   ５，４００円 

   ３，３００円 

   ５，４００円 

 別表１４の項の次に次の１項を加える。 

１４の２ 建築基準法

第１８条第３項の規

定に基づく昇降機

（同法第８７条の２

に規定するものに限

る。）又は同法第８

７条の２において準

用する同法第１８条

第３項の規定に基づ

く建築設備に関する

計画（適合すること

を認められた建築設

備の計画の変更をし

て建築設備を設置す

る場合に係るものに

限る。）の通知に対

適合する

ことを認

められた

建築設備

の計画の

変更をし

て建築設

備を設置

する場合

に関する

計画通知

手数料 

（１） 昇降機（小荷物専用昇降機

を除く。） １基につき 

（２） 小荷物専用昇降機 １基に

つき 

（３） （１）及び（２）以外の１

の建築設備につき 

   ５，４００円 

 

   ３，３００円 

 

   ５，４００円 

計画通

知のと

き 



する審査     

 別表１５の項事務の欄中「次項」を「１６の項」に改め、同項の次に

次の１項を加える。 

１５の２ 建築基準法

第８８条第１項又は

第２項において準用

する同法第１８条第

３項の規定に基づく

工作物に関する計画

（工作物を築造する

場合（１６の２の項

に掲げる場合を除

く。）に係るものに

限る。）の通知に対

する審査 

工作物の

築造に関

する計画

通知手数

料 

１件につき 

 

   ８，５００円 計画通

知のと

き 

 別表１６の項の次に次の１項を加える。 

１６の２ 建築基準法

第８８条第１項又は

第２項において準用

する同法第１８条第

３項の規定に基づく

工作物に関する計画

（適合することを認

められた工作物の計

画の変更をして工作

物を築造する場合に

係るものに限る。）

の通知に対する審査

適合する

ことを認

められた

工作物の

計画の変

更をして

工作物を

築造する

場合に関

する計画

通知手数

料 

１件につき 

 

   ４，３００円 計画通

知のと

き 

 別表１７の項種別・単位の欄中「当該建築に係る部分の床面積の合計

が」を「完了検査申請１件につき、次に掲げる面積の区分のうち、当該

建築に係る部分の床面積の合計に該当する区分に応じた額とする。ただ

し、当該申請に建築基準法第８７条の２に規定する昇降機に係る部分が

含まれる場合においては、当該昇降機１基について１９の項に掲げる額

の手数料を加えた額とする。」に改め、同項の次に次の１項を加える。 

１７の２ 建築基準法 建築物の 工事完了通知１件につき、次に掲げ
 

完了通



第１８条第１５項の

規定に基づく建築物

に関する工事完了

（当該建築物を新築

し、増築し、又は改

築する場合（２１の

２の項に掲げる場合

を除く。）に係るも

のに限る。）の通知

に対する審査 

建築に関

する工事

完了通知

手数料 

る面積の区分のうち、当該建築に係

る部分の床面積の合計に該当する区

分に応じた額とする。ただし、当該

通知に建築基準法第８７条の２に規

定する昇降機に係る部分が含まれる

場合においては、当該昇降機１基に

ついて１９の２の項に掲げる額の手

数料を加えた額とする。 

 ３０平方メートル以内のもの 

 ３０平方メートルを超え、１００

平方メートル以内のもの 

 １００平方メートルを超え、２０

０平方メートル以内のもの 

 ２００平方メートルを超え、５０

０平方メートル以内のもの 

 ５００平方メートルを超え、１，

０００平方メートル以内のもの 

 １，０００平方メートルを超え、

２，０００平方メートル以内のもの

 ２，０００平方メートルを超え、

１万平方メートル以内のもの 

 １万平方メートルを超え、５万平

方メートル以内のもの 

 ５万平方メートルを超えるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １万１，０００円 

 １万２，０００円 

 

 １万６，０００円 

 

 ２万３，０００円 

 

 ３万７，０００円 

 

 ５万２，０００円 

 

１２万４，０００円 

 

１９万９，０００円 

 

３９万６，０００円 

知のと

き 

 別表１８の項種別・単位の欄中「建築物を移転し、又はその大規模の

修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転」を「完了

検査申請１件につき、１７の項に掲げる面積の区分のうち、当該移転」

に、「合計に応じ、２１の項に掲げる額」を「合計に該当する区分に応

じた額とする。ただし、当該申請に建築基準法第８７条の２に規定する

昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機１基について

１９の項に掲げる額の手数料を加えた額とする。」に改め、同項の次に

次の１項を加える。 

１８の２ 建築基準法

第１８条第１５項の

規定に基づく建築物

に関する工事完了

（当該建築物を移転

し、又はその大規模

建築物を

移転し、

又はその

大規模の

修繕若し

くは大規 

工事完了通知１件につき、１７の２

の項に掲げる面積の区分のうち、当

該移転又は修繕若しくは模様替に係

る部分の床面積に２分の１を乗じて

得た面積の合計に該当する区分に応

じた額とする。ただし、当該通知に

 
完了通

知のと

き 



の修繕若しくは大規

模の模様替をした場

合（２２の２の項に

掲げる場合を除く。）

に係るものに限る。）

の通知に対する審査

模の模様

替をした

建築物の

建築に関

する工事

完了通知

手数料 

建築基準法第８７条の２に規定する

昇降機に係る部分が含まれる場合に

おいては、当該昇降機１基について

１９の２の項に掲げる額の手数料を

加えた額とする。 

 
 

 別表１９の項事務の欄中「又は、同法」を「又は同法」に改め、同項

中種別・単位の欄及び額の欄を次のように改める。 

（１） 昇降機（小荷物専用昇降機を除く。） １基につき 

（２） 小荷物専用昇降機 １基につき 

（３） （１）及び（２）以外の１の建築設備につき 

 １万３，０００円 

   ８，６００円 

 １万３，０００円 

 別表１９の項の次に次の１項を加える。 

１９の２ 建築基準法

第１８条第１５項の

規定に基づく昇降機

（同法第８７条の２

に規定するものに限

る。）又は同法第８

７条の２において準

用する同法第１８条

第１５項の規定に基

づく建築設備に関す

る工事完了（２３の

２の項に掲げる場合

を除く。）の通知に

対する審査 

建築設備

の設置に

関する工

事完了通

知手数料 

（１） 昇降機（小荷物専用昇降機

を除く。） １基につき 

（２） 小荷物専用昇降機 １基に

つき 

（３） （１）及び（２）以外の１

の建築設備につき 

 １万３，０００円 

 

   ８，６００円 

 

 １万３，０００円 

完了通

知のと

き 

 別表２０の項の次に次の１項を加える。 

２０の２ 建築基準法

第８８条第１項又は

第２項において準用

する同法第１８条第

１５項の規定に基づ

く工作物に関する工

事完了の通知に対す

る審査 

工作物の

築造に関

する工事

完了通知

手数料 

１件につき 

 

   ９，６００円 完了通

知のと

き 



 別表２１の項事務の欄中「以下次項」を「２２の項」に改め、同項種

別・単位の欄中「当該新築、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が」

を「完了検査申請１件につき、次に掲げる面積の区分のうち、当該新築、

増築又は改築に係る部分の床面積の合計に該当する区分に応じた額とす

る。ただし、当該申請に建築基準法第８７条の２に規定する昇降機に係

る部分が含まれる場合においては、当該昇降機１基について１９の項又

は２３の項に掲げる額の手数料を加えた額とする。」に改め、同項の次

に次の１項を加える。 

２１の２ 建築基準法

第１８条第１５項の

規定に基づく建築物

に関する工事完了

（当該建築物を新

築、増築又は改築し

た場合に係るものに

限る。）の通知（当

該通知が同法第７条

の３第１項の特定工

程に係る建築物につ

いてされるものであ

る場合に限る。２２

の２の項において同

じ。）に対する審査

中間検査

を受けた

建築物の

新築、増

築又は改

築に関す

る工事完

了通知手

数料 

工事完了通知１件につき、次に掲げ

る面積の区分のうち、当該新築、増

築又は改築に係る部分の床面積の合

計に該当する区分に応じた額とす

る。ただし、当該通知に建築基準法

第８７条の２に規定する昇降機に係

る部分が含まれる場合においては、

当該昇降機１基について１９の２の

項又は２３の２の項に掲げる額の手

数料を加えた額とする。 

 ３０平方メートル以内のもの 

 ３０平方メートルを超え、１００

平方メートル以内のもの 

 １００平方メートルを超え、２０

０平方メートル以内のもの 

 ２００平方メートルを超え、５０

０平方メートル以内のもの 

 ５００平方メートルを超え、１，

０００平方メートル以内のもの 

 １，０００平方メートルを超え、

２，０００平方メートル以内のもの

 ２，０００平方メートルを超え、

１万平方メートル以内のもの 

 １万平方メートルを超え、５万平

方メートル以内のもの 

 ５万平方メートルを超えるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ９，９００円 

 １万１，０００円 

 

 １万５，０００円 

 

 ２万１，０００円 

 

 ３万６，０００円 

 

 ４万９，０００円 

 

１１万５，０００円 

 

１８万６，０００円 

 

３８万３，０００円 

完了通

知のと

き 

 別表２２の項事務の欄及び手数料の名称の欄中「大規模な」を「大規

模の」に改め、同項中種別・単位の欄を次のように改める。 



完了検査申請１件につき、２１の項に掲げる面積の区分のうち、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の

床面積に２分の１を乗じて得た面積の合計に該当する区分に応じた額とする。ただし、当該申請に建築基

準法第８７条の２に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機１基について１９

の項又は２３の項に掲げる額の手数料を加えた額とする。 

 別表２２の項の次に次の１項を加える。 

２２の２ 建築基準法

第１８条第１５項の

規定に基づく建築物

に関する工事完了

（当該建築物を移転

し、又はその大規模

の修繕若しくは大規

模の模様替をした場

合に係るものに限

る。）の通知に対す

る審査 

中間検査

を受けた

建築物の

移転、大

規模の修

繕又は大

規模の模

様替に関

する工事

完了通知

手数料 

工事完了通知１件につき、２１の２

の項に掲げる面積の区分のうち、当

該移転、修繕又は模様替に係る部分

の床面積に２分の１を乗じて得た面

積の合計に該当する区分に応じた額

とする。ただし、当該通知に建築基

準法第８７条の２に規定する昇降機

に係る部分が含まれる場合において

は、当該昇降機１基について１９の

２の項又は２３の２の項に掲げる額

の手数料を加えた額とする。 

 
完了通

知のと

き 

 別表２３の項事務の欄中「第８７条の２第１項に規定する場合」を「第

８７条の２に規定するもの」に改め、同項種別・単位の欄中「１件につ

き」を「１基につき」に改め、同項の次に次の１項を加える。 

２３の２ 建築基準法

第１８条第１５項の

規定に基づく昇降機

（同法第８７条の２

に規定するものに限

る。）に関する工事

完了の通知（当該通

知が同法第７条の３

第１項の特定工程に

係る建築物について

されるものである場

合に限る。）に対す

る審査 

中間検査

を受けた

昇降機に

関する工

事完了通

知手数料 

（１） 昇降機（小荷物専用昇降機

を除く。） １基につき 

（２） 小荷物専用昇降機 １基に

つき 

 

 １万３，０００円 

 

   ８，４００円 

 

完了通

知のと

き 

 別表２４の項種別・単位の欄中「中間検査を行う部分の床面積の合計

が」を「中間検査申請１件につき、次に掲げる面積の区分のうち、当該

中間検査を行う部分の床面積の合計に該当する区分に応じた額とする。



ただし、当該申請に建築基準法第８７条の２に規定する昇降機に係る部

分が含まれる場合においては、当該昇降機１基について２５の項に掲げ

る額の手数料を加えた額とする。」に改め、同項の次に次の１項を加え

る。 

２４の２ 建築基準法

第１８条第１８項の

規定に基づく建築物

に関する特定工程工

事終了の通知に対す

る審査 

建築物に

関する特

定工程工

事終了通

知手数料 

特定工程工事終了通知１件につき、

次に掲げる面積の区分のうち、当該

特定工程工事終了通知を行う部分の

床面積の合計に該当する区分に応じ

た額とする。ただし、当該通知に建

築基準法第８７条の２に規定する昇

降機に係る部分が含まれる場合にお

いては、当該昇降機１基について２

５の２の項に掲げる額の手数料を加

えた額とする。 

 ３０平方メートル以内のもの 

 ３０平方メートルを超え、１００

平方メートル以内のもの 

 １００平方メートルを超え、２０

０平方メートル以内のもの 

 ２００平方メートルを超え、５０

０平方メートル以内のもの 

 ５００平方メートルを超え、１，

０００平方メートル以内のもの 

 １，０００平方メートルを超え、

２，０００平方メートル以内のもの

 ２，０００平方メートルを超え、

１万平方メートル以内のもの 

 １万平方メートルを超え、５万平

方メートル以内のもの 

 ５万平方メートルを超えるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ９，９００円 

 １万１，０００円 

 

 １万５，０００円 

 

 ２万１，０００円 

 

 ３万４，０００円 

 

 ４万６，０００円 

 

１０万４，０００円 

 

１６万７，０００円 

 

３４万１，０００円 

終了通

知のと

き 

 別表２５の項事務の欄中「建築基準法第７条の３第４項」を「建築基

準法第７条の３第４項の規定に基づく昇降機（同法第８７条の２に規定

するものに限る。）」に、「同法第７条の３第４項」を「同法第７条の

３第４項の規定」に改め、同項種別・単位の欄及び額の欄を次のように

改める。 

（１） 昇降機（小荷物専用昇降機を除く。） １基につき  １万２，０００円 



（２） 小荷物専用昇降機 １基につき 

（３） （１）及び（２）以外の１の建築設備につき 

   ８，３００円 

 １万２，０００円 

 別表２５の項の次に次の１項を加える。 

２５の２ 建築基準法

第１８条第１８項の

規定に基づく昇降機

（同法第８７条の２

に規定するものに限

る。）又は同法第８

７条の２において準

用する同法第１８条

第１８項の規定に基

づく建築設備に関す

る特定工程工事終了

の通知に対する審査

建築設備

に係る特

定工程工

事終了通

知手数料 

（１） 昇降機（小荷物専用昇降機

を除く。） １基につき 

（２） 小荷物専用昇降機 １基に

つき 

（３） （１）及び（２）以外の１

の建築設備につき 

 １万２，０００円 

 

   ８，３００円 

 

 １万２，０００円 

終了通

知のと

き 

 別表２６の項の次に次の１項を加える。 

２６の２ 建築基準法

第８８条第１項にお

いて準用する同法第

１８条第１８項の規

定に基づく工作物に

関する特定工程工事

終了の通知に対する

審査 

工作物に

関する特

定工程工

事終了通

知手数料 

１件につき 

 

   ９，１００円 

 

終了通

知のと

き 

 別表２７の項の次に次の１項を加える。 

２７の２ 建築基準法

第１８条第２２項第

１号（同法第８７条

の２又は第８８条第

１項若しくは第２項

において準用する場

合を含む。）の規定

に基づく仮使用の承

認の申請に対する審

査 

検査済証

の交付を

受ける前

における

建築物等

の仮使用

承認申請

手数料 

１件につき 

 

１２万６，０００円 

 

承認申

請のと

き 

 別表４８の項の次に次の１項を加える。 



４８の２ 建築基準

法第６８条の３第

７項の規定に基づ

く建築物の用途に

関する制限の適用

除外に係る認定の

申請に対する審査 

開発整備

促進区内

の建築物

の用途制

限の適用

除外に係

る認定申

請手数料 

１件につき  ２万８，０００円 認定申

請のと

き 

 別表５０の項事務の欄中「第６８条の５の２第２項」を「第６８条の

５の３第２項」に改め、同項を同表５０の２の項とし、同項の前に次の

１項を加える。 

５０ 建築基準法第６

８条の５の２第１項

の規定に基づく建築

物の容積率に関する

特例の認定の申請に

対する審査 

防災街区

整備地区

計画の区

域内の建

築物の容

積率の特

例認定申

請手数料 

１件につき  ２万８，０００円 認定申

請のと

き 

 別表５１の項事務の欄中「第６８条の５の４第１項」を「第６８条の

５の５第１項」に改め、同表５２の項事務の欄中「第６８条の５の５第

１項」を「第６８条の５の６第１項」に改める。 

   付 則 

 この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 建築基準法に基づく事務に係る手数料を新設及び変更するとともに、

規定を整備する必要があるので、この条例案を提出いたします。 


